[bookmark: _Hlk33630940]【 要件対応等確認表 】
電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業

１．対象事業の基本的要件
	基　本　的　要　件
	内　　　　容

	１
	実績・能力・実施体制が構築されている
	

	２
	事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づいている
	

	３
	国からの他の補助金等を受けていないこと
（固定価格買取制度等による売電を未実施）
	

	４
	暴力団排除に関して誓約できる者
	



２．補助対象事業の要件
	事　業　の　要　件
	内　　　　容

	１
	循環型社会形成推進基本法の基本原則に沿った事業
	

	２
	一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の発電により生じた電力を利活用
	

	３
	計画が確実であり、電力の利用先について合理的な検討がなされている
	

	４
	地球温暖化防止に資する効果を明確な根拠をもって推計することができ、かつ、費用対効果の観点から、当該事業の効率性が高い事業
	

	５
	断熱材を使用する場合は、フロンを用いない
	

	６
	再生可能エネルギー電気の発電事業計画の認定を受けて売電を行わないもの
	

	７
	産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応している　　　　　　 ※
	

	８
	当該事業の実施において発生する産業廃棄物は、原則として優良産廃処理業者によって処理される　　　　 ※
	

	９
	優良産廃処理業者の認定を受けているか、補助事業申請から６年以内に優良産廃処理業者として都道府県知事又は政令指定都市市長の認定を受ける旨の誓約書を提出できる　  ※
	


　　　　　　　　　　　　　　　※は、実施主体が産業廃棄物処理施設に係る事業に対する要件
３．確認事項
	確　認　事　項
	内　　　　容

	１
	申請額は費用対効果の上限額等から計算される補助上限額を下回っているか
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